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４
月
か
ら

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
し
た

所得段階 対　象　者 年間保険料

第１段階 生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で世帯員全員が市民
税非課税の方 28,980円 (基準額×０．５)

第２段階 世帯員全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金
額の合計が80万円以下の方

第３段階

世帯員全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金
額の合計が120万円以下の方 36,510円 (基準額×０．６３)

世帯員全員が市民税非課税で、第１段階・第２段階及び上記
以外の方 43,470円 (基準額×０．７５)

第４段階

本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者があり、課税
年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 51,000円 (基準額×０．８８)

本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者があり、上記
以外の方 57,960円 (基準額×１．０)

第５段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が190万円未満の方 72,450円 (基準額×１．２５)

第６段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上400
万円未満の方 86,940円 (基準額×１．５)

第７段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方 101,430 円（基準額×1.75）

　基準額は、各所得段階において保険料額の基準と
なる額のことです。介護保険料は、所得の低い人な

どの負担が大きくならないように、本人と世帯の課

税状況や所得段階に応じて段階的に調整されていま

す。

※今回の介護保険法改正による新たな軽減措置として、世帯全員が市民税非課税者で、課税年金収入額と合

計所得金額の合計（所得の種類に応じて、前年中の収入金額からその収入を得るために要した経費などを差

し引いた額） が120万円以下の方は、保険料が軽減されます。

65
歳 以 上
の 方 へ

保険料の基準額はどうやって決めるの？

（表１）

［基準額］ 年額 57,960円

新しくなった介護保険料の基準額は？

　65歳以上の方の保険料は、市で必要

な介護サービス費用をまかなうために

算出された基準額をもとに、所得段階別

に７段階に分けられます。

基準額
（年　額）

57,960 円
=  　　　　　×　　　　　 ÷

丹波市で
介護保険給付に
かかる費用

65歳以上の
人の負担分
（21％）

丹波市の
65歳以上の
人数
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介護保険の財源は？Q

６５歳以上の
方の保険料
２１％

４０歳以上
６５歳未満の
方の保険料
２９％

公費
(国・県・市 )
５０％

　介護保険制度は、40歳以上の方

に納めていただく保険料と公費（税

金）を財源に運営されています。

　65歳以上の方の納める保険料は、

財源の 21％を占める大切なもので

す。
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問 介護保険課（春日庁舎内）☎ 74‐1049

　　納め忘れにご注意ください
　　

特別な事情がないのに保険料を滞納すると、期間に応じて次のような措置がとられます。

保険料は納め忘れのないようにしましょう。

１年以上
滞納した場合

１年６カ月以上
滞納した場合

２年以上
滞納した場合

①費用の全額を利用者が一旦自己
負担。
②申請により、後日保険給付分
(費用の９割 )を振込。
※支払方法の変更が保険証に記載
されます。

①費用の全額を利用者が負担。
②申請後も、保険給付の一部（ま
たは全額）を一時的に差し止め。
※さらに、保険給付分から滞納保
険料が差し引かれる場合がありま
す。

①利用者負担が１割から３割に
引き上げ。
②高額介護サービス費の支給が
受けられなくなる。

　　平成24年度～26年度の介護保険料段階別金額は？

サービスの利用者負担
（原則、費用の１割）
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